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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和3年9月2日(2021.9.2)

【公開番号】特開2021-102644(P2021-102644A)
【公開日】令和3年7月15日(2021.7.15)
【年通号数】公開・登録公報2021-031
【出願番号】特願2021-54632(P2021-54632)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  39/395    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/06     (2006.01)
   Ｃ０７Ｋ  16/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   39/395    　　　Ｎ
   Ａ６１Ｐ   17/06     ＺＮＡ　
   Ａ６１Ｋ   39/395    　　　Ｄ
   Ｃ０７Ｋ   16/24     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年4月28日(2021.4.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乾癬の治療方法のための、抗ＩＬ－２３抗体を含む医薬組成物であって、
　ここにおいて、抗ＩＬ－２３抗体が、血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の量を
１２．５ｎｇ／ｍｌ～１０００ｎｇ／ｍｌに達成及び／または維持するのに十分な量及び
間隔で、それを必要とする対象に投与される、
前記医薬組成物。
【請求項２】
　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の前記量が、少なくとも１０ｎｇ／ｍｌであ
る請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の前記量が、少なくとも２５ｎｇ／ｍｌ；少
なくとも５０ｎｇ／ｍｌ；少なくとも６０ｎｇ／ｍｌ；少なくとも７０ｎｇ／ｍｌ；少な
くとも７５ｎｇ／ｍｌ；及び少なくとも８０ｎｇ／ｍｌからなる群から選択される、請求
項１に記載の医薬組成物。
【請求項４】
　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の前記量が、８５ｎｇ／ｍｌ～１００ｎｇ／
ｍｌである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の前記量が、７０ｎｇ／ｍｌ～１５０ｎｇ／
ｍｌである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の前記量が、５０ｎｇ／ｍｌ～２５０ｎｇ／
ｍｌである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項７】
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　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の前記量が、４０ｎｇ／ｍｌ～５００ｎｇ／
ｍｌである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の前記量が、２５ｎｇ／ｍｌ～７５０ｎｇ／
ｍｌである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　乾癬の治療方法のための、抗ＩＬ－２３抗体を含む医薬組成物であって、
　ここにおいて、抗ＩＬ－２３抗体が、血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の量を
１０ｎｇ／ｍｌ～１０００ｎｇ／ｍｌに達成及び／または維持するのに十分な量及び間隔
で、それを必要とする対象に投与される、
前記医薬組成物。
【請求項１０】
　静脈内投与される、、請求項１－９のいずれか１項に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　皮下投与される、、請求項１－９のいずれか１項に請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　前記抗ＩＬ－２３抗体が、ＡＭＧ１３９である、請求項１－１１のいずれか１項に記載
の医薬組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　上述のタイプのリンパ球の量、または、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ刺激時に上述のサイトカイン
を発現するＣＤ４＋またはＣＤ８＋リンパ球の頻度の方向変化は、ＡＭＧ１３９で治療し
た対象では観測されなかった。ＰｓＯ対象をＡＭＧ１３９で治療後に、特異的に調節され
た遺伝子（病変／非病変）はほとんど観測されず、これは、薬剤関連のＰＤ効果と一致し
ていた。
　非限定的に本発明は以下の態様を含む。
［１］
　対象の乾癬の治療方法であって、
　抗ＩＬ－２３抗体
　ａ．１５～５４ｍｇを０．５～１．５カ月毎；
　ｂ．５５～１４９ｍｇを１．５～４．５カ月毎；
　ｃ．１５０～２９９ｍｇを４～８カ月毎；または
　ｄ．３００～１１００ｍｇを４～１２カ月毎
　の量及び間隔でそれを必要とする前記対象に投与することを含む方法。
［２］
　前記量及び間隔が、
　ａ．１５～２１ｍｇを０．５～１．０カ月毎；
　ｂ．５５～７０ｍｇを１．５～３．０カ月毎；
　ｃ．１５０～２６０ｍｇを４～６カ月毎；または
　ｄ．３００～７００ｍｇを４～８カ月毎
　である［１］に記載の方法。
［３］
　前記量及び間隔が、
　２１ｍｇを１カ月毎；
　７０ｍｇを３カ月毎；
　２１０ｍｇを６カ月毎；または
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　７００ｍｇを６カ月毎
　である［１］に記載の方法。
［４］
　前記量及び間隔が、
　２１０ｍｇを３カ月毎、または
　７００ｍｇを３カ月毎
　である［１］に記載の方法。
［５］
　前記量及び間隔が、
　２１０ｍｇを１カ月毎、または
　７００ｍｇを１カ月毎
　である［１］に記載の方法。
［６］
　対象の乾癬の治療方法であって、
　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の量を１２．５ｎｇ／ｍｌ～１０００ｎｇ／
ｍｌに達成及び／または維持するのに十分な量及び間隔で抗ＩＬ－２３抗体を、それを必
要とする前記対象に投与することを含む方法。
［７］
　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の前記量が、少なくとも１０ｎｇ／ｍｌであ
る［６］に記載の方法。
［８］
　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の前記量が、少なくとも２５ｎｇ／ｍｌ；少
なくとも５０ｎｇ／ｍｌ；少なくとも６０ｎｇ／ｍｌ；少なくとも７０ｎｇ／ｍｌ；少な
くとも７５ｎｇ／ｍｌ；及び少なくとも８０ｎｇ／ｍｌからなる群から選択される［６］
に記載の方法。
［９］
　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の前記量が、８５ｎｇ／ｍｌ～１００ｎｇ／
ｍｌである［６］に記載の方法。
［１０］
　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の前記量が、７０ｎｇ／ｍｌ～１５０ｎｇ／
ｍｌである［６］に記載の方法。
［１１］
　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の前記量が、５０ｎｇ／ｍｌ～２５０ｎｇ／
ｍｌである［６］に記載の方法。
［１２］
　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の前記量が、４０ｎｇ／ｍｌ～５００ｎｇ／
ｍｌである［６］に記載の方法。
［１３］
　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の前記量が、２５ｎｇ／ｍｌ～７５０ｎｇ／
ｍｌである［６］に記載の方法。
［１４］
　血清の単位体積当たりの抗ＩＬ－２３抗体の前記量が、１０ｎｇ／ｍｌ～１，０００ｎ
ｇ／ｍｌである［６］に記載の方法。
［１５］
　前記抗ＩＬ－２３抗体を静脈内投与する上記のいずれか１つに記載の方法。
［１６］
　前記抗ＩＬ－２３抗体を皮下投与する上記のいずれか１つに記載の方法。
［１７］
　前記抗ＩＬ－２３抗体が、ＡＭＧ１３９である上記のいずれか１つに記載の方法。
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